
第４章
防 災 対 策

東通オフサイトセンター



１　原子力防災対策
　原子力防災対策については、原子力災害対策特別措置法に基づき、事故の際の初期対応
において中核的役割を果たす国の原子力防災専門官が現地に常駐するとともに、緊急時の
応急対策を実施するための拠点施設としてオフサイトセンターが整備されています。
　県においても、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法等に基づき青森県地域防災
計画（原子力災害対策編）を作成し、種々の防災対策を講じてきています。
　令和７年３月には、防災基本計画及び原子力災害対策指針の改正内容等を踏まえ、全国
規模での活動体制を有する原子力災害医療協力機関を国が指定する枠組みが新設されたこ
と、リサイクル燃料備蓄センターに係る緊急事態対策等拠点施設について、東通オフサイ
トセンターが指定されたこと等に係る修正を行っています。

原子力災害対策特別措置法の下での緊急事態応急対策
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原子力災害合同対策協議会
　国、県、市町村、事業者などで構成される
「全体会議」では、オフサイトセンター内の情
報を共有し、実施する対策の確認、調整などを
行います。
　

機　能　班
　国、県、市町村、事業者、専門家などで機能
別にグループを編成して必要な対策を実施しま
す。
○総　括　班：�緊急事態応急対策に関する総合

調整
○放 射 線 班：�緊急時モニタリング結果の収集・

整理、除染等に関する企画立案
○医　療　班：医療活動の把握、調整
○住民安全班：�住民防護対応及び社会秩序の維

持等の状況把握・調整
○広　報　班：報道機関対応、住民広報
○運営支援班：後方支援業務
○実動対処班：�実動組織との連絡調整、輸送及

び物資調達の調整
○プラントチーム：事故状況の把握、進展予測

六ヶ所オフサイトセンター
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２�　青森県地域防災計画（原子力災害
対策編）の概要

　地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、都道府県、市町村の防災会議が地域の実情
に即して作成する、災害対策全般にわたる基本的な計画です。
　青森県では、県民の生命、身体及び財産を保護するため、原子力災害の発生及び拡大を
防止し、復旧を図るために必要な対策について、県、市町村、指定公共機関等の防災関係
機関がとるべき措置を定めた「青森県地域防災計画（原子力災害対策編）」を作成してい
ます。（令和７年３月25日修正）

第１章　総　　　則

○　計画の目的
　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）及び原子力災害対策特別措置法（平成11年法
律第156号、以下「原災法」という。）に基づき、原子力事業者の原子炉の運転等（加工の
事業、原子炉の運転、貯蔵の事業、再処理の事業、廃棄の事業、核燃料物質の使用、事業
所外運搬（以下「運搬」という。））により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外
（運搬の場合は輸送容器外）へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止
し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、県、市町村、指定地方行政機
関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め、総合的か
つ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって、県民の生命、身体及び財産を原子力
災害から保護することを目的とする。

○　原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲
　原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む市町村は、六ヶ所村、東通村、むつ
市、野辺地町及び横浜町とし、これらの市町村において、対象とする施設に係る原子力災
害対策を重点的に実施すべき対象地域は、別表（49ページ）のとおりとする。

○　原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備及び実施
１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施
　�　予防的防護措置を準備する区域（以下「ＰＡＺ」という。）においては、原子力施設
等の状態が以下に示す緊急事態の区分のどれに該当するかを判断し、該当する区分に応
じて予防的な防護措置（避難等）を準備し、実施することとする。
　・情報収集事態
　　�　原子力事業所所在市町村（所在市町村の震度が発表されない場合は近傍の市町村の
震度を用いる。）において震度５弱又は震度５強の地震が発生した場合、その他原子
力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある情報が通報された場合をいう。
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　　�　原子力事業所における地震の影響について、原子力事業者からの情報収集及び平常
時の環境放射線モニタリングを継続する段階。

　・警戒事態
　　�　原子力事業所所在市町村において震度６弱以上の地震その他の自然災害が発生した
場合又は原子力事業所等より報告された事象が原子力規制委員会において警戒事態に
該当すると判断された場合をいう。

　　�　その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のものではないが、原
子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集や、緊急時モ
ニタリングの準備等を開始する必要がある段階。

　・施設敷地緊急事態
　　�　原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が生じた
ため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防護措置の準備を開始す
る必要がある段階。

　・全面緊急事態
　　�　原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じた
ため、重篤な確定的影響を回避し、又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを
低減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階。

２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施
　�　放射性物質が環境へ放出された場合には、緊急時モニタリングによる測定結果を、防
護措置の実施を判断する基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と照らし合わせ、必
要な防護措置を実施することとする。
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　ＯＩＬと防護措置について
基準の種類 基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要

緊
急
防
護
措
置

ＯＩＬ１

地表面からの放射線、再
浮遊した放射性物質の吸
入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するた
め、住民等を数時間内に避
難や屋内退避等させるため
の基準

500μSv ／ h
（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率※２）	

数時間内を目途に区
域を特定し、避難等
を実施。（移動が困
難な者の一時屋内退
避を含む）

ＯＩＬ４

不注意な経口摂取、皮膚汚
染からの外部被ばくを防止
するため、除染を講じるた
めの基準

β線：40,000cpm※３
（皮膚から数㎝での検出器の計数率）

避難又は一時移転の
基準に基づいて避難
等した避難者等に避
難退域時検査を実施
して、基準を超える
際は迅速に簡易除染
等を実施。

β線：13,000cpm※４【１ヶ月後の値】
（皮膚から数㎝での検出器の計数率）

早
期
防
護
措
置

ＯＩＬ２

地表面からの放射線、再
浮遊した放射性物質の吸
入、不注意な経口摂取によ
る被ばく影響を防止するた
め、地域生産物※5の摂取を
制限するとともに、住民等
を１週間程度内に一時移転
させるための基準

20μSv/h
（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率※２）

１日内を目途に区域
を特定し、地域生産
物の摂取を制限する
とともに、１週間程
度内に一時移転を実
施。

飲
食
物
摂
取
制
限
※
９

飲食物に係る
スクリーニン
グ基準

ＯＩＬ６による飲食物の摂
取制限を判断する準備とし
て、飲食物中の放射性核種
濃度測定を実施すべき地域
を特定する際の基準※６

0.5μSv/h※６
（地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率※２）

数日内を目途に飲食
物中の放射性核種濃
度を測定すべき区域
を特定。

ＯＩＬ６
経口摂取による被ばく影響
を防止するため、飲食物の
摂取を制限する際の基準

核種※７ 飲料水
牛乳・乳製品

野菜類、穀類、
肉、卵、魚、
その他

１週間内を目途に飲
食物中の放射性核種
濃度の測定と分析を
行い、基準を超える
ものにつき摂取制限
を迅速に実施。

放射性ヨウ素 300Bq/㎏ 2,000Bq/㎏※８

放射性
セシウム 200Bq/㎏ 500Bq/㎏

プルトニウム及
び超ウラン元素
のアルファ核種

１Bq/㎏ 10Bq/㎏

ウラン 20Bq/㎏ 100Bq/㎏

※１�　「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な
場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。

※２�　本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所
における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急
時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間
放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩ
Ｌ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超え
た場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。

※３�　我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20㎠の検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約
120Bq/㎠相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した
計数率を求める必要がある。

※４�　※３と同様、表面汚染密度は約40Bq/㎠相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。
※５�　「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費さ
れるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。

※６　実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。
※７�　その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６の値を参考として
数値を設定する。

※８　根菜、芋類を除く野菜類が対象。
※９�　ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が
開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うとともに、広い範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する
地域を設定するための基準であるＯＩＬ３、その測定のためのスクリーニング基準であるＯＩＬ５が設定されている。ただ
し、ＯＩＬ３については、ＩＡＥＡの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な飲食物摂取制限との関係
が必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我が国において核種ごとの濃度測定が比較的容易に行えることか
ら、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。
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○　所在市町村に隣接する市町村の対応
　次に掲げる所在市町村に隣接する市町村（他施設の所在市町村、関係周辺市町村を除
く、以下同じ。）においては、関連する原子力施設に係る地域防災計画（原子力災害対策
編）の作成は要しないが、必要に応じ情報連絡、住民広報等の体制等を整備しておく。
　　原子燃料サイクル施設…三沢市、東北町
　　リサイクル燃料備蓄センター…大間町、風間浦村、佐井村

（別表）原子力災害対策重点区域

施設区分 対象施設名 原子力災害対策重点区域
ＰＡＺ ＵＰＺ 市町村 地域

日本原燃株式会社
原子燃料サイクル施設

六ヶ所村
（所在市町村）

ウラン加工施設 ・ウラン濃縮工場 なし なし なし
ＭＯＸ燃料加工
施設 ・ＭＯＸ燃料工場 なし 施設からおお

むね半径１㎞ ①

再処理施設 ・再処理工場 なし 施設からおお
むね半径５㎞ ②

廃棄物埋設施設 ・低レベル放射性廃棄物埋設センター なし なし なし
廃棄物管理施設 ・高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター なし なし なし

使用施設 （公財）核物質管理センター
・六ケ所保障措置分析所 なし なし なし

発電用原子炉施
設 東北電力株式会社 施設からおお

むね半径５㎞
東通村
（所在市町村） ③

東通原子力発電所

施設からおお
むね半径30㎞

東通村
（所在市町村） ④

むつ市
（関係周辺市
町村）

⑤

野辺地町
（関係周辺市
町村）

⑥

横浜町
（関係周辺市
町村）

⑦

六ヶ所村
（関係周辺市
町村）

⑧

使用済燃料貯蔵
施設

リサイクル燃料貯蔵株式会社
リサイクル燃料備蓄センター なし なし むつ市

（所在市町村） なし

①：弥栄平
②：�尾駮レイクタウン、尾駮浜、野附、尾駮、老部川、富ノ沢、二又、第三二又、第四雲雀平、弥栄平、鷹架、室
ノ久保、戸鎖

③：小田野沢、老部、白糠
④：�大利、早掛平、目名、向野、蒲野沢、桑原、鹿橋、石持、野牛、入口、東栄、稲崎、古野牛川、岩屋、袰部、
尻屋、尻労、猿ヶ森、下田代、上田代、砂子又、上田屋、下田屋、豊栄、石蕨平、一里小屋

⑤：�二又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、中野沢開拓、本町（むつ）、田名部町、柳町、新町（むつ）、横
迎町、上川町、小川町、栗山町、女舘、尻釜、赤坂、土手内、斗南岡、最花、品ノ木、酪農、松山町、金
谷、金谷団地、海老川町、昭和町、緑町（むつ）、下北町、仲町、若松町、港町、南町（むつ）、赤川町、松原
町、南赤川町、苫生町、金曲、大曲、一里小屋、大室平、金谷沢、神山、今泉、宮ノ後、樺山、若菜、緑ヶ丘、
十二林、美里町、長坂、中央、越葉沢、南名古平、清平、名古平、南関根、北関根、高梨、水川目、美付、浜
関根、出戸、川代、烏沢、新田、上新田、山田町、松森町、荒川町、真砂町、文京町、旭町、並川町、大平町、
大湊新町、大湊浜町、大湊上町、川守町、宇田町、桜木町、宇曽利川、堺田、新城ヶ沢、城ヶ沢、泉沢、永
下、近沢、角違、大湊町、戸沢、田野沢、高野川、石倉、袰川、兎沢、本町（大畑）、上野、平、正津川、高
持、関根橋

⑥：目ノ越
⑦：�浜田、有畑、鶏沢、大豆田、桧木、塚名平、椛名木、旭町、舘町、新町、浜町、大町、新丁、緑町、向平、向
沢、松栄、幸町、百目木、吹越、中吹越、豊栄平、ちどり町、善知鳥、烏帽子平、雲雀平

⑧：�泊、石川、出戸、老部川、第三二又、富ノ沢、二又、第四雲雀平、尾駮レイクタウン、尾駮、尾駮浜、野附、
弥栄平、鷹架、戸鎖、室ノ久保、千樽、新納屋
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第２章　原子力災害事前対策

○　原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携
　�　県は、原子力防災体制の整備・維持にあたり、平常時より原子力防災専門官と密接な
連携を図り、実施する。
　�　また、緊急時モニタリングの対応等については、地区の担当として指定された上席放
射線防災専門官と密接な連携を図り、実施するものとする。

○　緊急事態応急体制の整備
　�　県は、国、所在市町村、関係周辺市町村、原子力事業者、その他防災関係機関と協力
し、情報の収集・連絡体制、災害応急体制、避難収容活動体制、飲食物出荷制限・摂取
制限、緊急輸送活動体制、救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備を行う。

○　住民等への的確な情報伝達体制の整備
　�　県は、国、所在市町村、関係周辺市町村と連携し、複合災害にも備えた情報伝達体制
を整備し、周辺住民等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、
情報伝達の際の役割等の明確化に努めるものとする。また、情報を得る手段が限られる
指定避難所等への情報提供についても配慮する。

○　行政機関の業務継続計画の策定
　�　県は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、庁
舎の所在地が避難指示区域に含まれた場合の退避先や、優先的に実施する業務や人員の
確保等について定めた業務継続計画をあらかじめ策定する等により、業務継続性の確保
を図る。また、所在市町村及び関係周辺市町村の庁舎が被災した場合の退避先をあらか
じめ定めることについて協力する。

○　原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な情報発信
　�　県は、国、所在市町村、関係周辺市町村及び原子力事業者と協力して、住民等に対し
原子力防災に関する知識の普及と啓発のため広報活動を実施するとともに、所在市町村
及び関係周辺市町村が行う住民等に対する原子力防災に関する知識の普及と啓発に関し
必要な助言を行う。また、各種資料をアーカイブとして広く収集・整理して公開に努め、
災害から得た知見や教訓を国際会議の場等を通じて発信する。

○　防災業務関係者の人材育成と防災訓練等の実施
　�　県は、国と連携し、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、原子力防災に関する研
修の積極的な活用を推進する等、人材育成に努めるとともに、実践的な防災訓練を実施
する。
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第３章　緊急事態応急対策

○　情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保
　�　原子力事業者は、警戒事態に該当する事象の発生の報告を受けた場合又は自ら発見し
た場合は、県をはじめ原子力規制委員会、所在市町村等に連絡する。原子力規制委員会
は、警戒事態の発生及びその後の状況について関係省庁及び県に対し情報提供を行う。
　�　また、原子力事業者は、施設敷地緊急事態に該当する事象の発生の報告を受けた場合
又は自ら発見した場合は、直ちに県をはじめ官邸（内閣官房）、内閣府、原子力規制委
員会、所在市町村等に同時に文書をファクシミリで送付する。
　�　県は、国から通報・連絡を受けた事項について、関係周辺市町村等に連絡する。また、
県の空間放射線量率計測機器等で施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値の検出を
発見した場合、直ちに国の原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官に連絡し、所在
市町村及び関係周辺市町村へ連絡するものとする。

警戒事態発生時の連絡体制（例：東通原子力発電所の場合）

東北電力株式会社
原子力防災管理者

内閣官房
（内閣情報集約センター）
（事態対処・危機管理）

内閣府

指定行政機関

指定公共機関

指定地方公共機関

青森地方気象台

自衛隊

その他の
防災関係機関

原子力規制委員会
（原子力規制庁）

警戒事態発生情報

事象の発生及びその後の状況

県が連絡を受けた情報等

対策拠点施設
（東通オフサイトセンター）

青森県
原子力安全対策課
原子力センター

東通村
原子力対策課

関係周辺市町村
（むつ市、野辺地町、横浜町、六ヶ所村）

青森県警察本部
警備第二課
むつ警察署
野辺地警察署

八戸海上保安部
警備救難課

下北地域広域行政
事務組合消防本部

北部上北広域
事務組合消防本部
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○　活動体制の確立
　�　原子力災害対策指針等における緊急事態区分に基づく県の活動体制は、下記のとおり
とする。

準備態勢１号 警戒態勢２号－１ 警戒態勢２号－２ 非常態勢３号
配備基準 ・震度４の地震が

観測されたとき
・その他右記に該
当しない準備態勢
に係る事象が発生
したとき

情報収集事態に該
当する事象が発生
したとき

・警戒事態に該当する事
象が発生したとき
・原子力事業者から警戒
事態の連絡を受けたとき

・原子力事業者から施設敷地緊
急事態又は全面緊急事態発生の
連絡を受けたとき
・県が設置する空間放射線量率
計測機器等で５マイクロシーベ
ルト毎時以上の放射線量が検出
されたとき（ただし、誤信号や
自然現象による場合を除く。）

態
勢
の
内
容

設置する
組織

－ 災害情報連絡室 災害警戒本部 災害対策本部
配備基準に該当する地方
支部（危機管理局長が決
定）

配備基準に該当する地方支部
（知事が決定）

配備決定
者

原子力安全対策課
長

原子力安全対策課
長

危機管理局長 知事
危機管理局長※ 知事※

態勢責任
者

原子力安全対策課
企画防災ＧＭ

原子力安全対策課
長

災害警戒本部長
（危機管理局長）

本部長（知事）

災害警戒本部地方支部長
（地域連携事務所長）※

支部長（地域連携事務所長）※

※下段は地方支部が設置される場合

施設敷地緊急事態発生時以降の連絡体制（例：東通原子力発電所の場合）

東北電力株式会社
原子力防災管理者

内閣官房
（内閣情報集約センター）
（事態対処・危機管理）

内閣府

指定行政機関

指定地方公共機関

指定公共機関

青森地方気象台

自衛隊

その他の
防災関係機関

原子力規制委員会（原子力規制庁）
通報後直ちに原子力緊急事態が
発生しているか否かを判断

施設敷地緊急事態発生情報

事象の概要、今後の見通し等の情報

県が連絡を受けた情報等

対策拠点施設
（東通オフサイトセンター）

青森県
原子力安全対策課
原子力センター

東通村
原子力対策課

関係周辺市町村
（むつ市、野辺地町、横浜町、六ヶ所村）

青森県警察本部
警備第二課
むつ警察署
野辺地警察署

八戸海上保安部
警備救難課

下北地域広域行政
事務組合消防本部

北部上北広域
事務組合消防本部
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○　放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動（緊急時モニタリング）
　�　緊急時モニタリングは、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターの指揮の下実施
することとされている。県は、警戒事態発生の通報を受けた場合、緊急時モニタリング
の準備を直ちに開始し、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、国による緊急時モ
ニタリングセンターの立ち上げに協力し、緊急時モニタリングの構成員として、国、事
業者、関係指定公共機関等と連携し、緊急時モニタリングを実施する。

○　屋内退避、避難収容等の防護活動
⑴�　県は、警戒事態発生時には、国の要請又は独自の判断により、ＰＡＺ内の施設敷
地緊急事態要避難者＊に係る避難の準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うことと
し、ＰＡＺを含む市町村にその旨を連絡するものとする。
⑵�　県は、施設敷地緊急事態発生時には、国の要請又は独自の判断により、ＰＡＺ内
における避難等の準備を行うとともに、ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者に係
る避難を行うこととし、ＰＡＺを含む市町村にその旨を伝達することとする。また、
県は、国の要請又は独自の判断により、ＵＰＺ内における屋内退避の準備を行うこ
ととする。
⑶�　県は、全面緊急事態に至ったことにより内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発
出し、ＰＡＺ内の避難を指示した場合は、ＰＡＺ内の避難を行うこととし、ＰＡＺ
を含む市町村に対し、住民等に対する避難のための立退きの指示の連絡を実施する。
また、県は、ＰＡＺ内の避難の実施に併せ、国の指示又は独自の判断により、原則
としてＵＰＺ内における屋内退避を行うこととし、ＵＰＺを含む市町村にその旨を
伝達するとともに、ＵＰＺ外の市町村に対し、必要に応じて屋内退避を行う可能性
がある旨の注意喚起を行うものとする。

　＊�要配慮者（災害対策基本法第８条第２項第15号に規定する要配慮者すなわち高齢
者､ 障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。以下同じ。）のうち、
避難の実施に通常以上の時間がかかるもの、妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児と
ともに避難する必要のある者、安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者
をいう。

   自然災害との複合災害が発生した場合 �
　�　県、所在市町村及び関係周辺市町村は、自然災害との複合災害が発生した場合におい
て、自然災害による人命への直接的なリスクが極めて高い場合等には、人命の安全を第
一に、自然災害に対する避難行動をとり、自然災害に対する安全が確保された後に、原
子力災害に対する避難行動をとることを基本とし、当該地域の住民に対し、独自の判断
で避難指示等を行うことが可能である。

   広域一時滞在 �
　�　所在市町村及び関係周辺市町村は、区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮
設住宅等への収容が必要であると判断した場合、県内の他の市町村への受入れについて
は、県を介しあらかじめ定めている受入先市町との調整を行い、他の都道府県の市町村
への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。
　�　県は、協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。また、市町村の行政機能
が被災によって著しく低下した場合など、当該市町村からの要請を待つ時間的余裕がな
いときは、広域一時滞在のための要請を当該市町村に代わって行う。
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   避難の際の住民に対する避難退域時検査の実施 �
　�　県は、原子力事業者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関、原子力災害医療
協力機関等の支援の下、避難区域等からのＯＩＬに基づく防護措置として避難又は一時
移転を指示された住民等を対象に避難退域時検査及び簡易除染を行う。

   安定ヨウ素剤の予防服用 �
　�　安定ヨウ素剤が事前配布されたＰＡＺ内の住民等に対しては、原則として、原子力緊
急事態宣言が発出された時点で、直ちに、原子力規制委員会がその必要性を判断し、県
は、避難対象市町村と連携し、原子力災害対策本部の指示に基づき、または独自の判断
により、住民等に対し、安定ヨウ素剤の服用を指示するものとする。
　�　ＰＡＺ外の住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原則として、原子力
規制委員会がその必要性を判断し、県は、対象市町村と連携し、原子力災害対策本部の
指示に基づき、または独自の判断により、住民等に対し、原則として医師等の関与の下
で、安定ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示するものとする。

   要配慮者等への配慮 �
　�　県は、避難対象区域を含む市町村と連携し、国の協力を得て、避難誘導、指定避難所
等での生活に関しては、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこ
と等に十分配慮する。また、県は、要配慮者等が避難及び一時移転等に時間を要する場
合において、所在市町村及び関係周辺市町村と連携し、放射線防護対策工事を実施した
放射線防護対策施設を活用する。

○　飲食物の出荷制限、摂取制限等
　�　県は、防護措置の判断基準（ＯＩＬ）の値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国の指
示に基づき、対象地域において、地域生産物の摂取制限及び出荷制限並びにこれらの解
除を実施する。

○　緊急輸送活動体制の整備
　�　県は、緊急事態応急対策実施区域を含む市町村及び関係機関が行う緊急輸送の円滑な
実施を確保するため、必要があるときは、人命救助や避難者の輸送を優先し調整する。
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○　原子力災害医療
　�　県は、原子力災害時には、汚染の有無にかかわらず傷病者等に対して、予め整備した
原子力災害医療体制に基づいて、初期対応段階における医療処置を行う。

○　行政機関の業務継続に係る措置
　�　県は、庁舎所在地から避難することとなった場合、あらかじめ定めた退避先へ退避す
るとともに、その旨を住民等へ周知し、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、退避
先において継続して業務を実施する。また、所在市町村及び関係周辺市町村が庁舎所在
地から避難することとなった場合、適切な施設において業務を継続することについて支
援する。

○　核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応
　�　県及び事故発生場所を管轄する市町村は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の
指示に基づき、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全を確保するために必要な措
置を講じるものとする。

支援

協力

支援

連携連携

原子力災害医療体制の概要

【機能】重篤な被ばくを伴う傷病者の診療、
　高度専門的な教育研修等
【機関】量子科学技術研究開発機構 【機能】原子力災害拠点病院に対する支援

　や関連医療機関とのネットワークの構築、
　原子力災害医療派遣チームの編成及び派
　遣調整等

【機関】弘前大学（青森県担当）、
　福島県立医科大学、広島大学、長崎大学

【機能】汚染の有無にかかわらず、災害時に多発する重篤な傷病者に対する高度な診療
　　　　被ばく傷病者等に対する線量測定、除染処置及び被ばく医療の提供
　　　　原子力災害医療派遣チーム整備　等
【機関】県立中央病院、八戸市立市民病院

【機能】被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療、県が行う原子力災害対策への協力
【機関】むつ総合病院、青森労災病院、十和田市立中央病院、つがる総合病院　他　計21機関

基幹高度被ばく医療支援センター
（国指定）

【機能】高度専門的な診療及び支援並びに
　高度専門教育研修等
【機関】弘前大学、福島県立医科大学、
　量子科学技術研究開発機構、福井大学、
　広島大学、長崎大学
　

高度被ばく医療支援センター（国指定）

原子力災害医療・
　　　総合支援センター（国指定）

原子力災害拠点病院（県指定）

原子力災害医療協力機関（県登録）
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第４章　原子力災害中長期対策
○　各種制限措置の解除
　�　県は、モニタリング等による調査、専門家等の判断、国の指導・助言を踏まえ、又は
国の指示に基づき、原子力災害応急対策として実施された、立ち入り制限、交通規制、
飲食物の出荷制限、摂取制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示するものとする。
また、解除実施状況を確認する。

○　環境放射線モニタリングの実施と結果の公表
　�　県は、原子力緊急事態解除宣言後、国の統括の下、関係機関及び原子力事業者と協力
して継続的に環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表するものとする。
その後、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。

○　災害地域住民に係る記録等の作成
　�　県は、市町村が避難及び屋内退避の措置をとった住民等に対し、災害時に当該地域に
所在した旨の証明、また、指定避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた
様式により記録することに協力するものとする。また、必要に応じ農林水産業等の受け
た影響について調査する。さらに、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措
置を記録しておく。

○　被災者等の生活再建等の支援
　�　県は、国及び市町村と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資
金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築の他、相談窓口の設置など必要な情
報や支援・サービスを提供する。

○　風評被害等の影響の軽減
　�　県は、国及び市町村と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産品等の
適切な流通等が確保されるよう、広報活動を行う。

○　被災中小企業等に対する支援
　�　県は、国と連携し、必要に応じ、設備復旧資金、運転資金の貸付を行うものとする。
また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報するとともに、
相談窓口を設置する。

○　心身の健康相談体制の整備
　�　県は、国及び市町村と連携し、国からの放射性物質による汚染状況調査や、原子力災
害対策指針に基づき、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対する心身の健康に関する
相談及び健康調査を行うための体制を整備し実施する。

○　物価の監視
　�　県は、国と連携し、生活必需品等の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を
公表する。
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